
資源物の出し方

問合せ先　役場　産業環境課　内線124

開設時間 　平日および第２・４土曜　午前９時～午後５時
　※第２・４以外の土日・祝日・時間外には絶対出さないでください。

回収できる小型家電

注意　

役場前資源物回収拠点「MOTTAINAI」をご利用ください

年末年始の衛生業務

可燃ごみ（町内全域） 
プラスチックごみ（町内全域）※特別実施 
収集休み 
可燃ごみ（バス路線北側） 
可燃ごみ（バス路線南側） 
プラスチックごみ（町内全域） 
可燃ごみ（町内全域）※特別実施 

 
可燃ごみ（町内全域）※特別実施 
プラスチックごみ（町内全域） 

（442）3091
0567（25）7374
0567（26）3956

●ごみ収集
12月24日（金）
12月25日（土）
12月26日（日）
12月27日（月）
12月28日（火）
12月29日（水）
12月30日（木）

1月4日（火）
1月5日（水）

●し尿汲み取り・浄化槽清掃
下記の業者にお問合せください。

業者名 電話番号
三協商事（株）
（有）大政
エコ環境（株）

※役場前資源物回収拠点「ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ」は、12月29日
（水）から1月3日(月)までお休みし、１月４日（火）午前９時
から開設します。
※１２月の資源・不燃ごみ収集日については、12から13ページ
のカレンダー指定日に出してください。

　役場前では資源物と小型家電を回収しています。可燃ごみ、プラスチックごみ、不燃ごみ、事業活動（事業所・商店・
飲食店・工場等）に伴うごみは排出できませんので、ご注意ください。また、持参したレジ袋等は必ず持ち帰ってください。

・衣類は中身の見える袋に入れる。
・ライター、スプレー缶は中身を最後まで使い切る。
・新聞・雑誌・段ボールは種類別に縛る。
・雑古紙は紙袋に入れて、口をテープでとめる。
・牛乳パックは洗って開く。
・アルミ缶は中を洗ってつぶす。
・スチール缶は中を洗う。
・ビン類は中を洗ってキャップ・フィルムを取る。
・ペットボトルは中を洗ってキャップ・フィルムを取って
つぶす。

※取ったキャップ・フィルムはプラスチックごみとして出
してください。

・携帯電話（スマートフォン、ＰＨＳ含む）
・デジタルカメラ ・デジタルビデオカメラ
・パソコン（液晶モニタ、マウス、キーボード等周辺機器含
み、ブラウン管は除く）

・携帯音楽 ・映像プレーヤー
・家庭用ゲーム機（携帯ゲーム機含む）
・電子手帳 ・電卓 ・ハードディスクレコーダー
・カーナビ ・ワープロ　
・ＦＡＸ一体型電話機 ・電源コード

　携帯電話、パソコンなど個人情報が記録されている可能
性のあるものについては、情報を消去したうえで産業環境
課窓口まで直接お持ちください。

12月31日（金）
～1月３日（月） 収集休み

新型コロナウイルス感染症拡大防止のためのご協力のお願い

参加をお控えいただく方

式典

 

とき　令和4年1月9日（日）
❶大治西小学校区 受付　　午前9時～9時20分

式典等　午前9時30分～10時15分
❷大治南小学校区 受付　　午前11時～11時20分

式典等　午前11時30分～午後12時15分
❸大治小学校区  受付　　午後1時30分～1時50分

式典等　午後2時～2時45分
ところ　スポーツセンター　2階　メインアリーナ
該当者　本町に住民登録のある、平成13年4月2日～平成14年4月1日

生まれの方
問合せ先　公民館内　社会教育課　☎（443）2671

令和4年 成人式
　成人式を開催します。今年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、式典は小学校区
ごとに三部制で開催します。
　該当者には、１１月下旬に案内状を郵送しています。
　なお、転出や大学在学等で、町に住民登録がない方も出席することができます。詳しくは、社会教育課
へお問合せください。

・マスクの着用　・会場入口での手指消毒
・厚生労働省の新型コロナウイルス接触確認アプリ「COCOA」のインストール
・密集を避けるため、入場、退場の際は、出入り口付近にかたまらず速やかに移動してください。
・保護者等の観覧はできません。
・今後のコロナウイルス感染症の拡大状況などによっては、中止になる場合があります。必ず町ホーム
ページでご確認ください。

・入場時に検温を実施します。37.5度以上の発熱が確認された場合は、入場をお断りさせていただ
きます。
・咳、のどの痛みなどの風邪の症状やだるさ、息苦しさなどの体調不良がある場合
・１２月２６日から当日までに新型コロナウイルス感染症「陽性」と判定
　された方または感染の疑いのある方との濃厚接触のある方
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